
県産品シンボルマーク申請フロー 

                

 

 

◎新規申請 

                 

 

 

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

★必須：使用実績（毎年１月末）の提出 

 

 

 

 

●更新：承認期限の 10日前までに申請（10月 1日から 12月 21日まで） 

    （自動更新ではありません） 

   

 

 

申請者（製造会社） 

県産品製造会社紹介制度 

埼玉県建設資材県産品 

シンボルマーク使用承認申請書 

（様式１号（新規）） 

 

県産品製造会社であるか審査 

＜本店（本社）、製造工場の住所等＞ 

県産品製造会社紹介制度に登録 

＜建設管理課ＨＰに掲載＞ 

未 

登

録 

登録済 

  

内容を審査 

・シンボルマーク使用承認書 

（様式２号） 

・シンボルマークの電子データ 

 

シンボルマーク使用開始 

承認期限：使用開始から翌々年の 12月 31日まで 

シンボルマーク使用状況報告書 

（様式３号） 
使用状況管理 

シンボルマーク使用承認申請書 

（様式１号（更新）） 

    利用企画書を添付 

内容を審査 

・シンボルマーク使用承認書 

（様式２号）     

 

 

シンボルマーク使用開始 

承認期限：使用開始から翌々年の 12月 31日まで 

埼玉県 

 

県産品製造会社 

紹介制度へ 

登録申請 

        利用企画書を添付 


